
郡山市に「まん延防止等重点措置」が適用になりました !

(令和3年8月 23日 (月 )～ 9月 12日 (日 ))

以下の症状や状況にある時は、登校を控えるよう、ご協力をお願いします。

・お子さんが発熱や呼吸器症状等の体調不良の場合

(解熱後24時間以上経過、呼吸器症状が改善傾向となるまでの間 )

・お子さんが濃厚接触者となつた場合
(健康観察期間)

・お子さんがPCR検査を受ける場合
(検査結果がわかるまでの間)

・お子さんの同居家族が濃厚接触者となつた場合

(検査結果がわかるまでの間)

。お子さんの同居家族がPCR検査を受ける場合

(検査結果がわかるまでの間)

PCR検査

※いずれの場合も欠席ではなく「出席停止Jとなります。  /

登校を控えるよう、お願いする場合

(グラフの●■ ,摯,の「学技Jとは 勁■日から大学です。)

,山市●IIコ ロナウイルス●ユ壼対策ホロ会饉贅‖より

◎ 不要不急の外出の自粛をお願いします !

◎ ご家族がPCR検査を受ける場合は

各学校にお知らせください :

郡山市教育委員会学校教育推進課 ■ 024-924-2431


